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徳
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
十
一
月
三
十
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

徳
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

徳
島
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
徳
島
県
訓
令
第
百
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
第
四
漁
業
調
整
課
の
項
部
長
の
欄
第
一
号
の
９
中
「
認
可
」
を
「
許
可
」
に
改
め
、
同
号
の

中
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「
認
可
」
を
「
起
業
の
認
可
」
に
改
め
、
同
号
の

中
「
漁
業
権
の
」
を
「
漁
業
権
等
の
」
に
改
め
、
同

26

欄
第
二
号
中
「
及
び
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
漁
業
権
の
制
限
又
は
条
件
の
付
加
」
を
削
り
、
同
欄
第

三
号
の
３
中
「
認
可
」
を
「
起
業
の
認
可
」
に
改
め
、
同
号
の
７
中
「
第
四
十
二
条
」
を
「
第
四
十
二
条

た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
欄
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下

げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

特
定
水
産
動
植
物
等
の
国
内
流
通
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
採
捕
者
に
対
す
る
勧
告
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
第

一
種
水
産
動
植
物
等
取
扱
事
業
者
に
対
す
る
勧
告
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
命
令

別
表
第
四
漁
業
調
整
課
の
項
課
長
の
欄
第
十
四
号
の
１
中
「
受
理
及
び
」
を
「
受
理
並
び
に
」
に
改
め

、
同
号
を
同
欄
第
十
五
号
と
し
、
同
欄
中
第
十
三
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

特
定
水
産
動
植
物
等
の
国
内
流
通
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

報
告
若
し
く
は
物
件
の
提
出
の
要
求
又
は
立
入
検
査
若
し
く
は
質
問

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


